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○
経
済
産
業
省
令
第
八
十
三
号

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
五
十
八
条
、
第
六

十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
第
四
号
、
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
二
項
、
第
六
十

五
条
、
第
六
十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
登
録
確
認
機
関
に
関
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
登
録
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

令

和
五
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
登
録
確
認
機
関
登
録
申
請
書
に
次
の
書
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類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

確
認
業
務
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
連
絡
担
当
者
の
氏
名
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
を
記
載

し
た
書
類

三

申
請
者
が
法
第
五
十
九
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

四

法
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
方
法
を
説
明
し
た
書
類

五

申
請
者
が
法
第
六
十
条
第
一
項
第
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

２

前
項
第
三
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
の
様
式
と
す
る
。

（
公
示
）

第
三
条

経
済
産
業
大
臣
は
法
第
六
十
条
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
登
録
確
認
機
関
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
登

録
を
し
た
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
四
条

法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
は
、
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
単



- 3 -

に
「
Ｉ
Ｓ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
一
四
〇
六
四
―
三
又
は
国
際
監
査
・
保
証
基
準
審
議
会
が
定
め
た
基
準
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
（
第
九
条
第

一
項
に
お
い
て
単
に
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
」
と
い
う
。
）
五
〇
〇
〇
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
基
準
に
準
拠
し
て
、
内
国
法
人
（
金
融

商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る

株
式
を
発
行
し
て
い
る
株
式
会
社
に
限
る
。
）
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
つ
い
て
の
検
証
又
は
保
証
す
る
業
務
（
当
該
二

酸
化
炭
素
の
排
出
量
が
適
切
に
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
業
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
お
い
て
「
検
証
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
確
認
業
務
の
責
任
者
）

第
五
条

法
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
に
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
た

だ
し
、
確
認
業
務
の
責
任
者
（
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
に
署
名
を
す
る
者
を
い
う
。
）
以
外
の
者
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

検
証
等
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二

検
証
等
業
務
を
十
件
以
上
行
っ
た
者

三

公
認
会
計
士
で
あ
っ
て
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
監
査
法
人
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の
社
員
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者

（
確
認
業
務
の
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
基
準
）

第
六
条

法
第
六
十
条
第
一
項
第
四
号
の
基
準
は
、
登
録
確
認
機
関
に
お
い
て
、
確
認
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
専
門
の
知
識
及
び
能
力
を
有
し
、
当
該
業
務
の
独
立
性
及
び
公
平
性
を
評
価
し
、
当
該
業
務
に
か
か
る
潜
在
的
な
利
害
関

係
を
特
定
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
対
処
す
る
適
切
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
確
認
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
七
条

法
第
六
十
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
連
絡
担
当
者
の
氏
名
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の

連
絡
先
と
す
る
。

（
登
録
確
認
機
関
に
係
る
登
録
の
更
新
）

第
八
条

法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
確
認
機
関
が
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
二
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
確
認
の
方
法
）

第
九
条

法
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
四
〇
六
四
―
三
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
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五
〇
〇
〇
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
基
準
に
準
拠
し
て
、
事
業
者
の
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実
績
量
が
実
施
指
針
（
法
第
三
十

二
条
第
一
項
で
規
定
す
る
実
施
指
針
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
設
定
又

は
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
早
期
排
出
削
減
量
（
過
去
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出

の
削
減
量
を
勘
案
し
て
算
定
す
る
二
酸
化
炭
素
の
量
で
あ
っ
て
排
出
目
標
量
の
設
定
の
基
礎
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
認
を
行
う
場
合
は
、
早
期
排
出
削
減
量
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
過
去
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出

の
削
減
量
が
当
該
量
を
証
明
す
る
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
量
と
同
一
で
あ
る
こ
と
及
び
実
施
指
針
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

早
期
排
出
削
減
量
が
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
早
期
排
出
削
減
量
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
確
認
す
る
方

法
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
確
認
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
業
務
に
お
い
て
準
拠
す
る
基
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
事

業
者
の
排
出
目
標
量
（
早
期
排
出
削
減
量
を
除
く
。
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
排
出
実
績
量
が
実
施
指
針
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
設
定
又
は
算
定
さ
れ
て
い
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
事
項
が
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
判

断
す
る
定
量
的
な
水
準
は
、
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実
績
量
の
百
分
の
五
以
下
に
相
当
す
る
量
と
す
る
。

３

登
録
確
認
機
関
は
、
事
業
者
の
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実
績
量
を
確
認
し
た
後
、
当
該
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実
績
量
の
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基
礎
と
な
る
事
実
に
変
更
が
あ
り
、
前
項
の
基
準
値
を
超
過
す
る
場
合
そ
の
他
排
出
目
標
量
又
は
排
出
実
績
量
に
重
要
な
疑

義
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
者
に
対
し
指
摘
を
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
な
お
改
善
さ
れ
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
条

登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

の
変
更
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

第
十
一
条

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

確
認
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二

事
業
所
の
名
称
及
び
そ
の
事
業
所
が
確
認
業
務
を
行
う
区
域

三

確
認
の
料
金
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

確
認
の
料
金
の
算
定
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五

確
認
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項
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六

確
認
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

七

確
認
業
務
の
責
任
者
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

八

確
認
員
の
配
置
に
関
す
る
事
項

九

確
認
の
申
請
書
の
保
存
に
関
す
る
事
項

十

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
対
す
る
確
認
の
結
果
の
通
知
に
関
す
る
事
項

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

２

登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
の
業
務
規
程

届
出
書
に
業
務
規
程
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
の
業

務
規
程
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
十
二
条

登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
五
条
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
六
の
確
認
業
務
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
に

休
止
又
は
廃
止
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
等
）

第
十
三
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面

又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
確
認
機

関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
帳
簿
）

第
十
四
条

法
第
七
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

確
認
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

確
認
を
行
っ
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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三

確
認
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

四

確
認
を
行
っ
た
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
の
概
要

五

確
認
の
場
所

六

確
認
を
行
っ
た
年
月
日

七

確
認
員
の
氏
名

八

確
認
の
結
果

九

そ
の
他
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

２

法
第
七
十
条
第
一
項
の
帳
簿
は
、
五
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
十
五
条

前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て

法
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

（
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
十
六
条

登
録
確
認
機
関
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
同
項
の
確
認
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

引
き
継
ぐ
べ
き
確
認
業
務
を
経
済
産
業
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二

引
き
継
ぐ
べ
き
確
認
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
に
引
き
渡
す
こ
と
。

三

そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
確
認
業
務
の
引
継
ぎ
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

様式第１（第２条関係） 

 

登録確認機関登録申請書 

年  月  日   

経済産業大臣 殿 

住所                   

名称及び代表者の氏名          

 

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 58条の規定により同法第

33条第２項の登録を受けたいので申請します。 

確認業務を行う事業所の名称  

確認業務を行う事業所の所在地  

連絡担当者の氏名  

連絡担当者の電話番号  

連絡担当者の電子メールアドレス  

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

  



 

様式第２（第２条関係） 

 

誓約書 

私は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 59条各号に該当し

ない者であることを誓約します。 

 

年  月  日   

氏名                 

経済産業大臣 殿 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

  



 

様式第３（第 10条関係） 

 

変更届出書 

年  月  日   

経済産業大臣 殿 

住所                   

名称及び代表者の氏名          

 

 次のとおり名称等の変更をしたいので、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に

関する法律第 63条の規定により届け出ます。 

変 更 の 内 容   

変更の理由  

変更予定年月日  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

  



 

様式第４（第 11条関係） 

 

業務規程届出書 

年  月  日   

経済産業大臣 殿 

住所                   

名称及び代表者の氏名          

 

 別添業務規程のとおり業務規程を定めたので、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の

推進に関する法律第 64条第１項の規定により届け出ます。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

  



 

様式第５（第 11条関係） 

 

業務規程変更届出書 

年  月  日   

経済産業大臣 殿 

住所                   

名称及び代表者の氏名          

 

 別添業務規程のとおり業務規程を変更したので、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行

の推進に関する法律第 64条第１項の規定により届け出ます。 

変 更 の 内 容  

変更の理由  

変更予定年月日  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

  



 

様式第６（第 12条関係） 

 

確認業務休止（廃止）届出書 

経済産業大臣 殿 

住所                   

名称及び代表者の氏名          

 

 次のとおり確認業務の一部（全部）を休止（廃止）するので、脱炭素成長型経済構造へ

の円滑な移行の推進に関する法律第 65条の規定により届け出ます。 

休止の予定年月日及び予定期間 

（廃止の予定年月日） 

 

休止（廃止）しようとする確認

の業務の内容 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 
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